
○島根県公安委員会の公印に関する規程

（平成13年12月27日島根県公安委員会規程第１号）

（趣旨）

第１条 この規程は、島根県公安委員会における公印に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（制式）

第２条 島根県公安委員会の公印の制式は、別表のとおりとする。

（委任）

第３条 島根県公安委員会の公印の保管その他必要な事項は、島根県警察本部長が定める。

附 則

この規程は、制定の日から施行する。

附 則（平成14年５月31日島根県公安委員会規程第９号）

この公安委員会規程は、平成14年６月１日から施行する。

附 則（平成14年７月11日島根県公安委員会規程第12号）

この公安委員会規程は、平成14年７月11日から施行する。

附 則（平成17年７月19日島根県公安委員会規程第１号）

この公安委員会規程は、制定の日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この公安委員会規程は、平成30年７月２日から施行する。

（経過措置）

２ この公安委員会規程の施行の際、現にある公印に関する訓令（昭和36年島根県警察訓

令第６号）第８条第１項の規定により作成された改正前の島根県公安委員会の公印に関

する規程第２条の規定による公印の印影が印刷された用紙については、なおこれを使用

することができる。



別表（第２条関係）

種 類 ひな型 寸 法

公安委員会印 20㎜平方

交通部運転免許課で

用いる公安委員会印
18㎜平方

公安委員会委員長印 24㎜平方

円形

直径 28㎜
国外運転免許証に用

いる公安委員会スタ

ンプ
円形

直径20㎜

だ円形

公安委員会押出しス 縦 21㎜

タンプ 横 28㎜

周囲の点の数 57

検定合格証、立入検

査身分証明書及び風
10㎜平方

俗営業管理者証に用

いる公安委員会印

運転免許証、運転経

歴証明書及び駐車監
4.5㎜平方

視員資格者証に用い

る公安委員会印

島 根 県

公 安 委

員 会 印

島 根 県
公安委員会

島 根 県
公安委員会

島 根 県

公 安 委 員 会

員 公 島

会 安 根

印 委 県

員 公 島

会 安 根

印 委 県

島 根 県

公 安 委

員 会 印

島根県公

安委員会

委員長印



交通部運転免許課及
縦 4.5㎜

び警察署で用いる公
横 15㎜

安委員会印

島 根 公 委


